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兵庫県庁舎移転プロジェクトサポート業務委託事業者選定に係る 

プロポーザル募集要項 

 

１ 趣旨 

  兵庫県新庁舎整備までの暫定対応として、兵庫県庁１号館・２号館等に配置している部

局の一部を民間ビルに移転するにあたり、賃貸物件の選定、移転先物件の改修に関する設

計者の選定、改修工事の品質管理、引越事業者の選定、プロジェクト全般の工程管理及び

コスト管理等をサポートする業務（以下「移転プロジェクトサポート業務」という。）を

委託する事業者を本要項により募集し、選定する。 

 

２ 業務概要 

（１） 業務内容：別添仕様書のとおり 

（２） 委託費の上限：５７，９４６，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

ただし、令和７年度の支払い限度額は３８，７３９，０００円とする。 

（３） 委託期間：委託契約締結の日から令和９年３月 31日までの期間 

※ただし、当該契約に係る予算案が否決された場合は業務を委託しない。 

 

３ 応募者の要件 

次の全てを満たす者であること。 

（１）法人その他の団体（個人を除く）で、業務を適切に遂行できる能力を有すること。 

（２）提案する業務が法令等の規定により官公署の免許、許可、認可、指定等を受ける必要

がある場合には、当該免許、許可、認可、指定等を受けること。 

（３）業務の実施にあたり、兵庫県との打合せ等に適切に対応することができること。 

（４）次のいずれにも該当しないこと。 

  ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定による一般競争

入札の参加者の資格制限を受けている者 

  イ 県の指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者 

  ウ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生

法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てが行われている者 

  エ 県が賦課徴収する県税（個人県民税及び地方消費税を除く）を滞納している者 

  オ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体 

  カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条

第２項に規定する暴力団又は暴力団員の統制の下にある者 

（５）技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立った移転プロジェクトサポート業務を行

った実績があること。 

（６）宅地建物取引業法（昭和 27年法律第 176号）に基づく有効な宅地建物取引業の登録

を有していること。 

 

４ 参加等に対する制限 

 本業務の受託者及びその関連企業（会社法(平成 17 年法律第 86 号)第２条に規定する

親会社と子会社の関係にある者及び親会社を同じくする子会社同士にある者、又は、一方

の会社の役員が他方の会社役員を兼ねている者）は、今後発注する移転先物件の改修に関

する設計業務の受託者、工事の請負者となることはできない。 
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５ 業務実施上の条件 

業務の実施に当たっては、次の条件を満たすものとする。 

（１） 管理技術者（プロジェクトマネージャー）の資格及び実績要件 

本業務の技術的管理を行うものとして管理技術者を配置すること。 

また、管理技術者は日本コンストラクション・マネジメント協会の認定コンストラ

クション・マネジャー(以下「ＣＭｒ」という。)及び一級建築士の資格を有し、移転プ

ロジェクトサポート業務において、発注者の業務支援を行うＣＭｒとして類似業務に

携わった実績があること。 

なお、管理技術者は次項に記載する各主任技術者との兼務を認める。 

（２） 担当する各分野の主任技術者の資格及び実績要件 

原則として次に掲げるとおり主任技術者を各業務分野に配置するものとする。 

なお、業務に支障をきたさない範囲において、他の主任技術者との兼務を認める。 

ア 建築（総合）主任技術者 

ＣＭｒの資格、又は一級建築士の資格を有する者で、移転プロジェクトサポー

ト業務に携わった実績があること。 

イ 建設コスト管理主任技術者 

ＣＭｒの資格、建築コスト管理士、又は建築積算士いずれかの資格を有する者

で、移転プロジェクトサポート業務に携わった実績があること。 

ウ 工事施工計画主任技術者 

ＣＭｒの資格、又は一級建築施工管理技士の資格を有する者で、移転プロジェク

トサポート業務に携わった実績があること。 

 

６ 応募手続 

（１） 参加申込書の提出 

プロポーザルに参加する意思のある者は、以下のとおり参加申込を行うこと。 

なお、参加申込書の提出がない者の企画提案は受付けないため留意すること。 

ア 提出期限 令和７年２月 26日（水）１７時まで(必着) 

イ 提出方法 下記の事務局までデータ（Word、PDF）をメール等により提出 

※ メールで提出した際は受信確認を行うこと。 

※ メール以外での提出を希望する場合は事前に担当者と調整すること。 

ウ 提 出 物 参加申込書(第１号様式) 

（２）質問及び回答について 

質問は令和７年２月 27日（木）までに事務局宛てにメールにより送付すること。質

問への回答は、参加申込者全員に電子メールにより、令和７年３月４日（火）までに回

答するものとする。 

（３）企画提案書等の提出 

    プロポーザルに参加する意思のある者は、「参加申込書」の提出を行った上で以下の

とおり企画提案書等を提出すること。 

ア 提出期限 令和７年３月 17日（月）17時まで（必着） 

イ 提出方法 下記の事務局までデータ（Word、PDF）をメール等により提出 

※ メールで提出した際は受信確認を行うこと。 

※ メール以外での提出を希望する場合は事前に担当者と調整すること。 

ウ 提出物 
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① 企画提案書等提出書（第２号様式） 

② 登記事項証明書（発行日から 3ヶ月以内、写し可） 

③ 定款又は規約 

④ 役員名簿 

⑤ 事業報告書 

⑥ 県税にかかる納税証明書【納税証明書(３)】（写し可） 

※ただし、県内に事務所・事業所を有しない事業者で、本県での課税実績がない者

は誓約書（第４号様式）を提出すること。 

⑦ 決算書（貸借対照表、損益計算書） 

⑧ 有効な宅地建物取引業の登録証（写し） 

⑨ 業務従事技術者名簿（第３号様式） 

⑩ 見積書及び内訳書（任意様式） 

⑪ 企画提案書（任意様式） 

次の事項を記載し、PowerPoint（Ａ４横）10～15スライド程度に収めること。 

ア 本業務に対する取組方針と実施体制 

イ 業務工程表とその考え方 

ウ 類似の業務実績とその評価 

エ 【テーマ１】物件選定における提案のポイント 

オ 【テーマ２】移転プロジェクトサポート業務に求められる品質、コスト、スケ

ジュールに関するマネジメント手法 

カ 【テーマ３】移転プロジェクトサポート業務におけるサポートのポイント 

（４）その他 

ア 企画提案書等の作成及び提出に要する費用は全て応募者の負担とする。 

イ 企画提案書の著作権は応募者に帰属する。 

ウ 提出された企画提案書等は、本プロポーザルの審査のためにのみ使用する。 

エ 提出された企画提案書等は返却しない。 

オ 提出された企画提案書等は非公開とする。なお、当選者の企画提案書は当選者の了

承を得たうえで、一部その概要を公開する場合がある。 

カ 提出書類が、本要項及び所定様式に適合しない場合は、企画提案を無効とすること

がある。 

キ 提出書類に虚偽の記載があった場合には、提出された企画提案を無効とする。 

ク 書類提出後の記載内容の変更は原則として認めない。 

ケ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合、失格となる場合がある。 

コ 提出書類を提出した後に辞退する際には、辞退届（任意様式）を提出すること。 

 

７ 審査方法 

（１）審査方法 

ア 企画提案書等の審査は、兵庫県庁舎移転プロジェクトサポート業務プロポーザル

審査会（以下「審査会」という。）において行う。 

イ 応募者は事前に提出した企画提案書に基づき、以下の審査会においてプレゼンテ

ーションを行う。 

日  時 令和７年３月 24日（月）～28日（金）のいずれか１日 

場  所 後日連絡 
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所要時間 15分以内の説明と 10分以内の質疑 

ウ 審査会の審査結果に基づき、各委員の評価点数の平均値が最も高かった者を当選

者とし、本業務の受託候補者として決定する。 

なお、各審査員の評価点数がいずれも合計 50点以上であった時に限り、当該応募

者を受託候補者として決定する。 

（２）審査基準 

審査項目 評価の視点 配点 

経費見積 

見積経費の額により算定。 

応募者の中で見積経費が最も低額だった者を 20 点とし、以下、５点

ずつ減額（５者目以降は０点） 

20点 

業務遂行 

能 力 等 

取組方針と実施体制 業務を適正かつ円滑に実施する基本的な方

針は適正か。 

必要な人材の配置、体制であるか。 

10点 

業務工程表とその考え

方 

業務を円滑かつ効果的に実施できる工程と

なっているか。 10点 

類似の業務実績とその

評価 

類似業務（今回と同規模の移転プロジェク

トサポート業務）の受注実績があるか。受

注実績の評価は高いか。 

10点 

テーマ別 

業務提案 

【テーマ１】物件選定に

おける提案のポイント 

・仕様書５（２）①に定める県の要望を踏

まえた物件の提案ができているか。 

・物件の調査、提案を適切かつ迅速に実施

できるか。 

・オフィス移転に関する賃貸借契約の仲介

実績は豊富か。 

30点 

(10点×３) 

【テーマ２】移転プロジ

ェクトに求められる品

質、コスト、スケジュー

ルに関するマネジメン

ト手法 

品質、コスト、スケジュール管理に対する

考え方、手法は適正か。 

※過不足のない品質確認手法、工事価格の

確認手法など 
10点 

【テーマ３】移転プロジ

ェクトサポート業務に

おけるサポートのポイ

ント 

移転前の現況の把握手法、各業務等に係る

契約書、仕様書の作成、予定価格の算出（精

査）にかかるサポート手法は適切か。 
10点 

 

（３）審査結果の連絡 

審査結果は令和７年３月 31日（月）までに応募者全員に対して文書で発送するとと

もに、応募件数及び当選者の名称を県ホームページ上で公表するものとする。 

 

８ 契約の締結等 

（１）仕様書の確定 

契約にあたって、当選者と県が提案内容の実施方法等について、協議・調整を行

い、委託契約にかかる仕様を確定するが、その際、双方で確認のうえ、提案内容に修

正・変更を加えることができる。 

（２）契約金額の決定 

契約金額は、協議結果に基づき仕様書を作成し、改めて見積書を徴取し決定し、見

積金額は上限価格を超えないものとする。 
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（３）契約保証金 

当選者は、兵庫県財務規則第 100条第１項の規定に基づき、契約保証金として、契

約金額の 100分の 10以上の額を、契約締結前に納付する。ただし、県を被保険者と

する履行保証保険契約を締結した場合は、契約保証金を免除する。 

（４）その他 

当選者と県との間で行う協議が整わない場合、又は当選者が契約を辞退した場合

は、審査結果において総合評価が次点であった応募者（各審査員の評価点数のいずれ

かが合計 50点未満であった者を除く）と協議する。 

 

９ 委託料の支払い 

・ 委託料は、原則精算払いとし、事業終了後に提出される実績報告書に基づき、契約書

に定められた内容に適合していることなどを確認したうえで支払う。 

・ 上記にかかわらず、事業の遂行上必要と認める場合は、前金払を行うことが出来る。

前金払の金額は、県が決定する。 

なお、実際に事業に要した経費が前金払いをした金額を下回った場合は、既支払額

との差額について、返還を求める。 

 

事務局 
兵庫県総務部元町プロジェクト室元町再開発課 中山 
〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目 10番１号 
電 話 078-362-9129 
電子メール motomachisaikaihatsu@pref.hyogo.lg.jp 

 


